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兵庫県民間社会福祉事業職員互助会（互助会）について
民間社会福祉事業職員互助会（以下、「互助会」という）では、会員の皆さんの心身のリフレッシュや会
員相互の交流、日常生活の充実を目的として、様々な魅力的な事業 ( 貸付事業・給付事業・会員交流事業・
チケット斡旋・指定割引・インターネットサービスひょうご福祉互助会クラブオフなど )を実施しています。
本ニュースでは、互助会をもっと活用していただくために、平成 30年度に実施した事業を中心にご紹介
いたします。

互助会の概要
●加入対象と掛金
　○加入対象：互助会加入施設・団体に勤務する有給職員で所属長が加入を承認した者
　○掛　　金：会員 1 人あたり　年額 12,000 円（事業主負担 6,000 円、会員負担 6,000 円）
　　　　　　　毎年 4 月 1 日時点の在籍者が掛金対象者となります。

貸付事業
　互助会では、加入 1年以上の会員の方に下記の貸付事業を行っています。
　平成 31年 1月末日現在、23件、20,400,000 円を貸付しています

対 象
加入期間 1 年以上の会員
・すでに互助会で貸付を利用中の場合は、全額償還しておくことが必要です。
・他の会員の連帯保証人は、その会員が全額償還してからでないと申請できません。

貸 付 上 限 額
貸付申請時の本俸月額の 4 ヵ月分 (10 万円未満切り捨て ) で、上限　1,000,000 円
　例）加入期間 3 年、申請時の本俸月額が 182,000 円の会員が借受できる額
　　　　182,000 円× 4 カ月 = 728,000 円　→　700,000 円

償 還 月賦 60回以内（互助会を退会する場合は、退会する月の末日までに一括償還）
貸付事務手数料 年 3.6％ 連 帯 保 証 人 1名必要

※詳細は、ホームページ、各施設・団体に配布している「貸付事業ご利用のてびき」をご参照ください。

●互助会の加入状況（平成 31 年 1 月末日現在）

種　別
平成 31年 1月末日現在 平成 30年 3月末日現在

施設数
加入者数

施設数 加入者数
男 女 総計

老 人 132 1,423 3,005 4,428 129 4,272
障害者・児支援事業所 83 803 1,008 1,811 83 1,691
保 育 所 160 154 2,187 2,341 157 2,024
母子・乳児・児童養護 23 109 353 462 23 408
更 生 施 設 3 26 20 46 3 42
社 会 福 祉 協 議 会 36 377 1,020 1,397 36 1,326
福 祉 団 体 9 204 487 691 9 650
そ の 他 6 53 54 107 5 101

計 452    3,149      8,134 11,283 445 10,514

互 助 会

県内の福祉施設に勤務する人が 10,000 人
以上も加入しているから、サービスがとっ
ても充実しているんだね。
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給付事業
　互助会では、下記の給付事業を行っています。
　平成 30年度の給付状況は以下のとおりです（平成 30年 4月～平成 31年 1月給付分）。

給付項目 給付金額 給付件数
（件）

給付実績額
（円） 備　　考

傷病見舞金 10,000 円 107 1,370,000

病気またはケガにより 1 ヶ月以上休職し、
療養した場合に給付

（最初は 1 ヶ月、以降は 3 ヶ月ごと）
@10,000 × 86 件、@20,000 × 16 件
@30,000 × 1 件、@40,000 × 4 件

死亡弔慰金
本人・配偶者 30,000 円 20 600,000 加入者や家族（配偶者・子・実父母）が亡

くなられたときに給付子・実父母 10,000 円 157 1,570,000

災害見舞金 30,000 円 1 30,000 災害により家財に大きな損害を受けたとき
（り災証明をもって給付）

結婚祝金 20,000 円 220 4,400,000 会員が結婚したときに給付
（退会後 2 ヶ月以内も対象）

出産祝金 10,000 円 252 2,530,000
会員に子どもが産まれたとき。会員間の子
どもの場合はそれぞれで申請が可能。
@10,000 × 251 件、@20,000 × 1 件

銀婚祝金 30,000 円 119 3,570,000 結婚から 25 年を迎えたときに給付
生活習慣病予防健診受診補助金 3,000 円 797 2,391,000 当該年度 1 回、自己負担分に対する給付

旅行補助金 3,000 円 1,120 3,360,000 宿泊を伴う自費旅行（当該年度 1 回）に
対する給付

長期勤続者
慰労金

５年 10,000 円 598 5,980,000

互助会への加入が通算で 5 年、10 年、15
年、20 年、25 年、30 年を迎えたときに
給付

１０年 20,000 円 400 8,000,000
１５年 30,000 円 223 6,690,000
２０年 50,000 円 117 5,850,000
２５年 70,000 円 106 7,420,000
３０年 100,000 円 49 4,900,000
合　　　　計 4,286 58,661,000

互 助 会

各施設・団体を通して申請できるよ。
ホームページから申請用紙を取得してね。

●申請には期限があります！！ (互助会事務局着日有効 )
・給付金は、事由発生日から 1年以内に必ずご申請ください。
・「長期勤続者慰労金」「銀婚祝金」は毎年給付該当者通知を加入施設・団体へ通知していますので、事由発生
日を過ぎてからご申請ください。

●生活習慣病予防健診受診補助金について
・申請書に健診機関の証明がなくても、健診機関の領収書（会員名義）の添付があれば申請いただけます。
・健診受診時 39 歳の方も、年度中に 40 歳となられる場合は申請いただけます。
●旅行補助金について

・申請にあたっては、加入者本人が個人負担で宿泊旅行をしたことの証明が必要です。申請書の所定の欄に宿
泊先の証明を受けてください。

・申請書に宿泊先による宿泊証明がない場合も、宿泊料金が記載された領収書（会員名 ･ 宿泊先発行）の添付
があれば申請いただけます。

・上記の二つの書類がやむを得ず用意できない場合、旅行会社が発行した領収書の場合は、旅行期間と宿泊先・
宿泊料金がわかるもの（行程表など）が別途必要となりますのでご留意ください。( 宿泊費に対する補助のため )

給付申請のルール
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会員交流事業
　平成 30年度（１月末日現在）は、以下の会員交流事業を実施しています。

事　業　名 開催場所 日　程 募集定員
（名）

申込人数
（名）

通常定価
（円）

会員価格
（円）

◆日帰り旅行
湯の花温泉での会席料理＆嵐山トロッ
コの旅 京都方面 8 月 25 日 80 216 14,040 3,000

秋の味覚焼き松茸＋国産牛すき焼き食
べ放題＆マスカット狩り・栗拾いツアー 岡山方面 10 月 14 日 80 501 14,040 3,000

奈良最古の老舗料亭でのご昼食と春日
大社特別参拝 奈良方面 12 月 8 日 80 219 14,040 3,000

鳴門の隠れ家リゾートホテルで味わう
地産地消イタリア料理とイチゴ狩りツ
アー

淡路島・鳴門方面 2 月 24 日 50 259 14,040 3,000

京都・嵯峨嵐山を人力車で観光・世界
遺産『下鴨神社 特別拝観』と本格フレ
ンチの昼食

京都方面 9 月 22 日 50 249 19,440 4,000

じゃのひれフィッシングパーク 淡路島方面 11 月 3 日 50 125 19,440 4,000
伝統芸能に触れる「能楽おもしろ講座」
＆老舗料亭六盛 京都方面 1 月 19 日 50 123 16,500 4,000

◆野球観戦
オリックス・バファローズ vs 読売ジャ
イアンツ 京セラドーム

大阪
6 月 3 日 200 335 6,000 500

阪神タイガース vs 広島東洋カープ 8 月 15 日 200 457 2,200 500
◆サッカー観戦

ヴィッセル神戸 vs ガンバ大阪 ノエビア
スタジアム神戸

9 月 15 日 150 698 4,500 500
ヴィッセル神戸 vs べカルタ仙台 12 月 1 日 150 454 4,500 500

◆バーベキュー旅行
話題のネスタリゾート神戸で国産牛＆
シーフードグランピング！

ネスタリゾート
神戸 10 月 21 日 120 270 12,960 2,000

黒潮市場での牛肉盛り合わせ＋鮑の踊
り焼きＢＢＱ 和歌山方面 11 月 4 日 120 319 12,960 2,000

◆宿泊旅行

東京ディズニーリゾートへの旅（夏）
TDR

8 月 26 日～
8 月 27 日 100 114 45,500 30,000

東京ディズニーリゾートへの旅（冬） 12 月 2 日～
12 月 3 日 100 231 44,280 29,000

◆バレーボール大会

バレーボール大会 2018 神戸ワールド
記念ホール 9 月 24 日 − 17

チーム − 5,000

互 助 会

会員交流事業 バレーボール大会

男子優勝チーム！ワクワクチドリ（千鳥会） 女子優勝チーム！ TEAM　M（みかり会）
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ミュージカル鑑賞・チケットあっせん事業
　会員の皆様にご好評いただいているワンコインコンサートとチケットあっせん事業は、互助会が劇場等と直接契約を
結び、プレイガイドでの一般販売とは別にチケットを確保して会員に提供しています。ワンコインコンサートでは皆様
の利用料 500円と実際のチケット代金の差額を、チケットあっせん事業については、実際のチケット代金に 1,000 円
の費用補助を互助会で行っています。

事　業　名 開催場所 日　程 募集定員
（名）

申込人数
（名）

通常定価
（円）

会員価格
（円）

◆ミュージカル鑑賞・宝塚歌劇観劇（抜粋）
ディズニー・オン・アイス「ミッキー
のスペシャルセレブレーション！」 大阪城ホール 8月6日～

8月12日 450 603 5,450 1,000

SUMMER SONIC 2018 OSAKA 舞洲 SONIC 
PARK

8月18日～
8月19日 100 319 14,500 3,000

宝塚歌劇　宙組
「WEST SIDE STORY」

梅田芸術劇場
メインホール 8月5日 100 302 8,800 3,000

ミュージカル「ピーターパン」 梅田芸術劇場
メインホール 8月12日 50 113 8,500 2,000

劇団四季「恋におちたシェイクスピア」 京都劇場 9月16日 50 258 9,720 2,000
劇団四季「リトルマーメイド」 大阪四季劇場 11月24日 150 1429 11,800 2,000
宝塚歌劇　雪組　「ファントム」 宝塚大劇場 11月23日 250 602 8,300 2,000

ミュージカル「マリー・アントワネット」 梅田芸術劇場
メインホール 1月14日 100 214 12,500 3,000

ミュージカル「ベルサイユのばら」 梅田芸術劇場
メインホール 2月17日 50 229 13,000 3,000

◆ワンコインコンサート（抜粋）
それいけ！アンパンマン ミュージカル

「まもれ！黄金の炎」
神戸国際会館

こくさいホール 8月5日 200 906 2,700 500

石川さゆりコンサート 2018 神戸国際会館
こくさいホール 11月17日 50 314 7,200 500

新 春 よ し も と お 笑 い バ ラ エ テ ィ ー
ショー 2019

神戸国際会館
こくさいホール

1月2日～
1月5日 560 814 4,700 500

◆チケットあっせん（抜粋）
ジブリの思い出がいっぱい　オーケス
トラによるドリームコンサート

神戸国際会館
こくさいホール 4月8日 36 81 3,500 2,000

ラ・ラ・ランド in コンサート 神戸国際会館
こくさいホール 5月3日 36 14 9,800 7,800

梅沢富美男劇団特別公演　
アッ！とおどろく夢芝居 2018

神戸文化ホール
大ホール 4月5日 50 65 7,560 2,900

郷 ひ ろ み Hiromi Go Concert Tour 
2018 -Urban Velocity- UV

神戸国際会館
こくさいホール

7月7日～
7月8日 48 65 7,500 6,500

THE 舶来寄席 2018 なんばグランド
花月

6月15日～
6月24日 50 97 4,700 2,200

恐竜どうぶつ園 2018 神戸国際会館
こくさいホール

8月23日～
8月24日 144 100 3,000 1,700

ピッコロ寄席　桂枝雀一門会 ピッコロシア
ター大ホール 8月18日 20 22 2,500 1,500

世界一受けたい授業 
THE LIVE 恐竜に出会える夏！ 大阪城ホール 7月28日～

7月29日 50 57 6,500 4,800

シルク・ドゥ・ソレイユ　ダイハツ　
キュリオス　大阪公演

中之島ビッグ
トップ

9月1日～
9月16日 180 139 13,500 10,000

初春文楽公演 国立文楽劇場 1月20日 25 30 6,000 3,800

南こうせつコンサートツアー 2019 神戸国際会館こ
くさいホール 3月16日 36 48 6,800 5,500

映画鑑賞券
アースシネマズ、

OS シネマ、
イオンシネマ

3月1日～
8月31日 3,000 募集中 1,400 900

互 助 会
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互 助 会

●�神戸国際会館でのワンコインコンサートおよびチケットあっせん事業では、同会館プレイガイドで会員確認を行っています。
会員証の提示がなければ、チケットの発行ができない場合がありますので、会員証は必ず持参してください。
●�公演の当日にご連絡なくキャンセルされる方がいらっしゃいます。当日キャンセルや連絡のないキャンセルをされますと今
後サービスの利用を停止させていただくこととなります。募集案内をよく確認の上、お申込みをお願いします。
●�インターネットオークション等への転売は、本会の事業趣旨と反するため、固く禁じます。

ご注意ください！

会員交流
事業の様子

指定割引等事業
割引の詳細につきましては各施設・団体へ直接お問い合わせください。
（ご利用の際は、会員証をご持参ください。）
■�指定宿泊施設

施設名 住　　所 電話番号 特　　　典
姫路キャッスル
グランヴィリオホテル 姫路市三左衛門堀西の町 210 079-284-3311 基本料金の10%割引

ホテルニューアワジ 洲本市小路谷 20 0799-23-2200 宿泊料等の割引
魚ヶ滝荘 朝来市生野町魚ヶ滝 671 079-679-4334 宿泊料の10%割引(1泊2食付7,500円より)
王地山公園ささやま荘 篠山市河原町 474-1 079-552-1127 宿泊料等割引
オーベルジュアルビレオ 豊岡市日高町山田 147-1 0796-45-1066 宿泊料等割引
HAPPY ひょうごいこいの宿
①新たんば荘 篠山市郡家 451-4 079-552-3111 ①～⑤の各施設において、1泊2食付基本料金（飲み

物・追加料金は含まず）の5%を割引した額。ただし、
1泊2食10,000円（税別）未満は、基本料金の3%を
割引。各施設の特別割引企画商品は対象外。

②津名ハイツ 淡路市志筑 162 0799-62-1561
③赤穂ハイツ

（※平成 30 年度は施設改修のため休館） 赤穂市尾崎向山 2470-64 0791-48-8935
④いこいの村はりま 加西市笹倉町 823-1 0790-44-1750
⑤六甲保養荘 西宮市越水社家郷山 1-95 0798-73-1351

シーサイドホテル
舞子ビラ神戸 神戸市垂水区東舞子町 18-11 078-706-3711

通年1泊朝食付 ツイン利用1名あたり料金
平　日  　7,500円（2～3名利用）
休前日　10,000円（2～3名利用）
但し、ゴールデンウィーク、夏休み・お盆、年末・年始
は除く

神戸ポートピアホテル 神戸市中央区港島中町 6-10-1 078-302-1111 宿泊料金の10%割引

神戸ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ 神戸市東灘区向洋町中 2-13 078-857-7000

シングル…22,000円→13,500円
ダブル…27,000円→19,000円
ツイン…31,000円→19,000円
スイート&ジュニアスイート…20%割引

湯～モアリゾート
太山寺温泉なでしこの湯 神戸市西区伊川谷町前開 270-1 078-977-0261 <宿　泊>　宿泊料金の10%割引

<日帰り>　基本料金の5%割引
峰山高原ホテルリラクシア 神崎郡神河町上小田 881-146 0790-34-1516 宿泊料金の15%割引
ブルーリッジホテル 豊岡市日高町栗栖野 55 0796-45-1200 室料の30%割引
ウェスティンホテル淡路 淡路市夢舞台 2 0799-74-1111 平日・休日20%、土曜・休前日10%割引

浜坂温泉保養荘 美方郡新温泉町浜坂 775 0796-82-3645 会員と同伴者大人1,000円引、小人（小6以下）500
円引（※夕食単価8,000円以上のご予約に限る）

志摩別邸ひろはま荘 三重県志摩市志摩町和具 1593 0599-85-0525 特別提携料金で利用可能

和歌山・黒潮市場でのバーベキュー旅行の様子。子ども
から大人まで楽しんでいただける企画も多くあります。

神戸ワールド記念ホールでのバレーボール大会の様子。
毎年施設対抗で熱い戦いが繰り広げられます。

インターネットサービス「ひょ
うご福祉互助会クラブオフ」
でもさまざまな施設の割引
が対象になります。詳しくは
9ページをご覧ください♪
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互 助 会

■�博物館・美術館・ボウリング場・劇場
施設名 住　　所 電話番号 特　　　典

兵庫県立美術館 神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1 078-262-0901 団体割引料金適用
ＵＣＣコーヒー博物館 神戸市中央区港島中町 6-6-2 078-302-8880 無料
竹中大工道具館 神戸市中央区熊内町 7-5-1 078-242-0216 一般300円を200円に割引
兵庫県立歴史博物館 姫路市本町 68 079-288-9011 団体割引料金適用
伊丹市立美術館 伊丹市宮ノ前 2-5-20 072-772-7447 入館料の10%割引
大石神社義士史料館 赤穂市上仮屋 129 0791-42-2054 拝観料の10%割引
（財）西脇市岡之山美術館 西脇市上比延町 345-1 0795-23-6223 団体割引料金
佐用町立平福郷土館 佐用郡佐用町平福 594 0790-83-2635 入館料の20%割引

新神戸オリエンタル劇場 神戸市中央区北野町 1-3 078-291-1100 団体割引料金(新神戸オリエンタル劇場がご案内した
公演について10%割引)

神戸華僑歴史博物館 神戸市中央区海岸通 3-1-1 078-331-3855 会員のみ一般300円を200円に割引
ニッケパークボウル 加古川市加古町寺家町 269-1　 079-427-8900 通常料金（大人料金）より1ゲーム100円引き

■�ブライダル
施設名 住　　所 電話番号 特　　　典

神戸ポートピアホテル 神戸市中央区港島中町 6-10-1 078-302-1111
・ 料理飲料の５％割引・新郎新婦の挙式当日宿泊(無

料)をスイートルームにグレードアップ
・結婚１周年記念ディナーご招待　他

エスタシオン・デ・神戸 神戸市中央区弁天町 2-8 078-371-5111 ・提示価格の5%割引（料理・飲物・衣装・写真）
・一般宴会の会場使用料、カラオケ使用サービス

ブルーリッジホテル 豊岡市日高町栗栖野 55 0796-45-1200
・料理を5%割引・1周年記念無料宿泊
・ 新郎新婦の挙式当日宿泊をスイートルームにグレー

ドアップ

ウェスティンホテル淡路 淡路市夢舞台 2 0799-74-1111 ・料理・飲物・生ケーキ5%割引・送迎バスを無料
・控室・会場費・ジョーゼット無料

ホテルプラザ神戸 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1 078-846-5422 互助会プラン有
シーサイドホテル舞子ビラ
神戸 神戸市垂水区東舞子町 11-18 078-706-3711 ・ 料理・飲物・衣装・写真の5%割引（パック商品を除く）

・出席者当日宿泊20％割引　他

■�その他のあっせん事業
家庭常備薬あっせん 年3回、各施設・団体を通じて特別価格にて購入いただくことができます。
中元、歳暮商品等あっせん 年１～2回、各施設・団体を通じて特別価格にて購入いただくことができます。
保険の団体取扱 アフラックの医療保険、がん保険等を割引価格にて加入いただけます。

ビジョンメガネ 互助会会員証の提示、または「民間社会福祉事業職員互助会の会員（家族）です」と
申し出ていただくとメガネが15%割引(セール品含む)、補聴器10%割引になります。

オーネット 「婚活」を特別価格でご利用いただけます。http://biz.onet.co.jp
問い合わせ先:　株式会社オーネットTEL  0120-512-556（フリーダイヤル）

■�その他の事業
　・福祉手帳の配布（全会員に対して配布）

■�葬祭サービス
施設名 電話番号 特　　　典

公益社 0120-567-701 葬儀基本料の10%割引
平安 0120-00-3242 祭壇　平安非会員価格の10%割引　他

薬やお中元
や

お歳暮のハ
ムの

あっせんは
毎年大好評

！
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互 助 会

その他期間限定事業
①職場定着支援事業
互助会に加入して 1年目の会員対象に「職場デビュー応援事業」、満 3年の会員対象に「活き活き応援事業」として、
カタログギフトを送付しました。

事業名 対象者数
職場デビュー応援事業（加入１年目の会員対象） 1,395 人
活き活き応援事業（加入満３年が経過した会員対象）    859 人

②平成 30年度　特別事業
平成 26年度より本会が導入したインターネットサービス「ひょうご福祉互助会クラブオフ」を運営する㈱リロク
ラブと協力して実施する特別事業です。（「ひょうご福祉互助会クラブオフ」については、以下及び次ページをご参照
ください。）

事業名 日程 場所 通常価格 会員価格 参加者

オリエンタルホテル
ランチプラン

11 月 16 日～
3 月 17 日

オリエンタルホテル
（兵庫県神戸市中央区京町 25）

17 階メインダイニングバイ・ザ・ハウス・
オブ・パシフィック

3,800 1,000 200 名

ケーニヒスクローネの
手作りケーキ教室

1 月 20 日／
1 月 26 日

ケーニヒスクローネ手作りスイーツ館
（神戸市中央区御幸通 4-1-6） 4,860 500 各回 40 名

「ひょうご福祉互助会クラブオフ」を利用すれば、いつでも、どこでも、お得な割引等がご利用いただけます。
互助会の会員番号さえあれば、携帯・スマートファンからでも気軽にご登録いただけます。

≪クラブオフへの登録方法≫
 ■�ログイン ID� ……ゴールドの会員証に印字してある６ケタの数字。
� 会員番号が６ケタに満たない場合は、頭に０を加えて６ケタにしてください。
�■�パスワード�………生年月日の月と日４ケタです。　例）誕生日が６月１日の場合⇒ 0601

兵庫県社会福祉協議会のホームページでは、互助会・退職共済加入者の皆様に、各制度の実施状況をお知ら
せしております。特に、互助会のページは、会員交流事業やチケットあっせん事業等の情報を随時更新してお
ります。また、各施設・団体の事務ご担当者さまに利用いただく各種様式も掲載し、ダウンロードしていただ
けます。事務の一部軽減を図ることができますので、ご活用ください。

※上記 URL にアクセス→「福祉関係者の皆様へ」→「互助会」or「退職共済制度」とリンクを選択してください。
※いずれも、インターネット上からのお手続き、お申込みはできませんのでご了承ください。

〈送付実績〉

ひょうご福祉互助会クラブオフ

ホームページをご活用ください

インターネットサービス

Appleストアなどで、「クラブオフ」と検索いただくと、このアイコンのアプリが
出てきますので、インストールをしてください。初めての利用の際はアプリIDと
上記ログインID・パスワードの３点の入力が必要ですが、２回目以降はログイン
の手間なくより便利にサービスをご利用いただけるようになります！

　http://www.hyogo-wel.or.jp/ＵＲＬ　⇒
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Web  

http://www.club-off.com/hyogo-wel  
URL   

ID  

 
 

→  

 

→

 

 

1位 2位 3位 
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兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済（退職共済）について
民間社会福祉事業職員退職共済（以下、「退職共済」という）は、県内の民間社会福祉事業に従事する職
員の福利増進を図り、福祉人材の確保と定着を通じて社会福祉事業の振興に寄与するために、退職金の上乗
せ制度として平成5年4月にスタートしました。以下、ご加入の制度の運営状況等をご報告いたしますので、
ぜひお目通しのほどお願いいたします。

給付金の種類 　

＊退職一時金 ･･･ 加入職員が退職した際に給付します。
　（計算式）　全加入期間における掛金累計額×加入期間別乗率　（退職一時金算定乗率） 12 ページ参照

＊遺族一時金 ･･･ 加入職員が死亡した場合、退職一時金と同額をご遺族に給付します。

掛金 　…毎月、事業主と加入職員が、つぎの通り掛金を負担します。

事 業 主：本俸月額の 1,000 分の 29
加入職員：本俸月額の 1,000 分の 29

本俸月額は 4 月 1 日時点の額を基準とします。
年度途中に共済加入する場合は、加入月の 1 日時点が基準になります。

退職共済

●加入の状況（平成 31 年 1 月末日現在）

種　別
平成 31年 1月末日現在 平成 30年 3月末日現在

施設数
加入者数

施設数 加入者数
男 女 総計

老 人 261 2,802 5,662 8,464 257 8,461
障害者・児支援事業所 147 1,564 2,071 3,635 148 3,665
保 育 所 138 134 2,014 2,148 138 2,173
母子・乳児・児童養護 24 103 381 484 24 493
更 生 施 設 5 21 40 61 4 59
社 会 福 祉 協 議 会 19 107 327 434 19 432
福 祉 団 体 6 8 9 17 6 17
そ の 他 18 177 308 485 20 479

計 618 4,916 10,812 15,728 616 15,779

●男女別・年代別加入状況

（参考）全加入者の平均的な姿　　年齢 : 40.9 歳　　加入期間 : 7.6 年　　給与 : 210.186 円 
（※平成 30 年 3 月末日時点「平成 29 年度財政決算」より）
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退職共済

給付の状況 　（平成 31 年 1 月末日現在）

人　数 割　合 参考：29年度末
�退職一時金 1,863 人 99.3% 1,870 人 99.6%
�遺族一時金� 9 人 0.5% 7 人 0.4%
�脱退一時金 3 人 0.2% 0 人 0.0%
合���������計 1,875 人 100.0% 1,877 100.0%

加入期間別給付件数と平均額 　

30 年 1月 31日現在 28年度末現在
加入年数 支給件数 支給合計金額 支給平均額 平均本俸月額 支給件数 支給合計金額 支給平均額
1年未満 352 ¥10,286,500 ¥43,500 ¥183,484 299 8,173,700 ¥27,337
1 年 228 ¥21,893,500 ¥96,024 ¥179,876 291 27,605,800 ¥94,865
2 年 234 ¥38,643,500 ¥165,143 ¥180,847 221 36,369,800 ¥164,569
3 年 186 ¥44,447,000 ¥238,962 ¥183,057 190 44,426,900 ¥233,826
4 年 125 ¥40,339,200 ¥322,714 ¥191,985 155 50,011,000 ¥322,652
5 年 87 ¥44,987,200 ¥517,094 ¥199,531 115 54,377,400 ¥472,847
6 年 66 ¥53,391,400 ¥808,961 ¥195,781 104 82,066,400 ¥789,100
7 年 66 ¥63,166,300 ¥957,065 ¥200,666 69 65,657,600 ¥951,559
8 年 58 ¥69,013,700 ¥1,189,891 ¥215,672 63 67,735,600 ¥1,075,168
9 年 49 ¥62,922,800 ¥1,284,139 ¥207,733 43 59,502,900 ¥1,383,788
10 年 42 ¥63,896,400 ¥1,521,343 ¥214,471 39 54,859,900 ¥1,406,664
11 年 30 ¥48,117,300 ¥1,603,910 ¥206,342 37 62,405,200 ¥1,686,627
12 年 39 ¥75,352,800 ¥1,932,123 ¥223,464 29 59,054,800 ¥2,036,372
13 年 29 ¥62,351,000 ¥2,150,034 ¥230,920 22 46,447,300 ¥2,111,241
14 年 12 ¥28,013,200 ¥2,334,433 ¥232,965 23 51,467,700 ¥2,237,726
15 年 16 ¥39,099,200 ¥2,443,700 ¥225,491 18 43,882,300 ¥2,437,906
16 年 17 ¥49,972,700 ¥2,939,571 ¥242,810 15 41,278,900 ¥2,751,927
17 年 13 ¥47,982,100 ¥3,690,931 ¥277,928 10 27,391,600 ¥2,739,160
18 年 7 ¥22,110,400 ¥3,158,629 ¥225,468 17 63,465,100 ¥3,733,241
19 年 11 ¥48,473,300 ¥4,406,664 ¥301,027 19 66,164,400 ¥3,482,337
20 年 18 ¥70,593,200 ¥3,921,844 ¥252,125 16 61,420,500 ¥3,838,781
21 年 10 ¥43,178,300 ¥4,317,830 ¥269,355 10 41,714,100 ¥4,171,410
22 年 16 ¥94,252,800 ¥5,544,282 ¥286,538 21 106,452,600 ¥5,069,171
23 年 5 ¥26,316,800 ¥5,263,360 ¥297,502 46 290,643,800 ¥6,318,343
24 年 37 ¥260,252,000 ¥7,033,838 ¥351,791 ― ― ―
総　計 1,753 ¥1,429,052,600 ¥815,204 ¥231,073 1,872 ¥1,512,582,000 ¥808,000

※ 2 月 23 日支給分を含む。
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※脱退一時金の説明は
　13 ページを参照

　

31 年 1月末日現在 29年度末日現在
加入年数 支給件数 支給合計金額 支給平均額 平均本俸月額 支給件数 支給合計金額 支給平均額
1年未満 386 10,724,000 27,782 182,265 380 11,210,100 29,500
1 年 277 27,055,400 97,673 185,838 253 24,532,300 96,966
2 年 214 35,749,600 167,054 184,712 244 40,285,000 165,102
3 年 185 43,706,900 236,254 182,695 200 48,155,700 240,779
4 年 157 50,441,500 321,283 191,588 135 43,668,800 323,473
5 年 96 44,078,300 459,149 188,833 94 48,838,400 519,557
6 年 100 86,588,300 865,883 205,458 68 56,157,700 825,849
7 年 71 69,101,200 973,256 204,557 73 70,039,000 959,438
8 年 46 47,916,900 1,041,672 189,685 59 322,377,000 980,028
9 年 51 67,541,200 1,324,337 210,371 50 64,183,900 1,283,678
10 年 46 71,344,100 1,550,959 222,150 47 71,467,800 1,520,591
11 年 30 50,529,900 1,684,330 214,794 30 48,117,300 1,603,910
12 年 24 45,748,600 1,906,192 222,323 42 80,542,000 1,917,667
13 年 27 60,091,700 2,225,619 242,807 31 66,710,600 2,151,955
14 年 15 37,891,800 2,526,120 262,245 14 32,689,500 2,334,964
15 年 8 21,203,000 2,650,375 229,476 17 41,711,200 2,453,600
16 年 12 33,265,200 2,772,100 228,585 19 55,839,300 2,938,911
17 年 12 38,575,500 3,214,625 248,272 13 47,982,100 3,690,931
18 年 9 29,241,400 3,249,044 237,302 7 22,110,400 3,158,629
19 年 12 42,561,400 3,546,783 238,179 11 48,473,300 4,406,664
20 年 11 47,668,500 4,333,500 278,745 18 70,593,200 3,921,844
21 年 16 71,886,500 4,492,906 244,685 11 48,098,400 4,372,582
22 年 3 15,024,500 5,008,167 256,740 17 94,252,800 5,544,282
23 年 13 71,182,000 5,475,538 289,855 5 26,316,800 5,263,360
24 年 16 90,565,100 5,660,319 273,375 39 273,194,700 7,004,992
25 年 38 276,900,800 7,286,863 339,172 ― ― ―
総　計 1,875 1,486,583,300 792,844 229,027 1,877 1,757,547,300 936,360

　　　　　　　※平成 31年２月 25日支給分を含む。
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ご存知ですか ? あなたの退職金のこと 　

＊退職一時金の額を計算してみるとこうなります
 （退職一時金の計算式）　　全加入期間における掛金累計額　×　退職一時金算定乗率
　　※掛金累計額は、加入職員と事業主の負担額の合計額です。
　　※ 100 円未満の端数は切り捨てます。
　例 :10 年 6 ヶ月加入し、掛金累計額が 100 万円の A さんの場合 : 1,000,000 × 1.067 = 1,067,000 円

＊退職一時金算定乗率
月数

年数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11

0 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
１ 0.558 0.559 0.560 0.560 0.561 0.562 0.563 0.563 0.564 0.565 0.566 0.566 
２ 0.567 0.568 0.568 0.569 0.570 0.570 0.571 0.572 0.572 0.573 0.574 0.574 
３ 0.575 0.576 0.577 0.577 0.578 0.579 0.580 0.580 0.581 0.582 0.583 0.583 
４ 0.584 0.585 0.586 0.586 0.587 0.588 0.589 0.589 0.590 0.591 0.592 0.592 
５ 0.593 0.626 0.658 0.691 0.723 0.756 0.789 0.821 0.854 0.886 0.919 0.951 
６ 0.984 0.985 0.987 0.988 0.989 0.990 0.992 0.993 0.994 0.995 0.997 0.998 
７ 0.999 1.000 1.002 1.003 1.004 1.005 1.007 1.008 1.009 1.010 1.012 1.013 
８ 1.014 1.015 1.017 1.018 1.019 1.020 1.022 1.023 1.024 1.025 1.027 1.028 
９ 1.029 1.030 1.032 1.033 1.034 1.035 1.037 1.038 1.039 1.040 1.042 1.043 
10 1.044 1.048 1.052 1.056 1.059 1.063 1.067 1.071 1.075 1.079 1.082 1.086 
11 1.090 1.091 1.093 1.094 1.095 1.097 1.098 1.099 1.101 1.102 1.103 1.105 
12 1.106 1.107 1.109 1.110 1.112 1.113 1.115 1.116 1.117 1.119 1.120 1.122 
13 1.123 1.124 1.126 1.127 1.128 1.130 1.131 1.132 1.134 1.135 1.136 1.138 
14 1.139 1.140 1.142 1.143 1.145 1.146 1.148 1.149 1.150 1.152 1.153 1.155 
15 1.156 1.160 1.164 1.169 1.173 1.177 1.181 1.185 1.189 1.194 1.198 1.202 
16 1.206 1.208 1.209 1.211 1.212 1.214 1.215 1.217 1.218 1.220 1.221 1.223 
17 1.224 1.226 1.227 1.229 1.230 1.232 1.233 1.235 1.236 1.238 1.239 1.241 
18 1.242 1.244 1.245 1.247 1.248 1.250 1.252 1.253 1.255 1.256 1.258 1.259 
19 1.261 1.263 1.264 1.266 1.267 1.269 1.271 1.272 1.274 1.275 1.277 1.278 
20 1.280 1.287 1.295 1.302 1.309 1.316 1.324 1.331 1.338 1.345 1.353 1.360 
21 1.367 1.369 1.371 1.372 1.374 1.376 1.378 1.379 1.381 1.383 1.385 1.386 
22 1.388 1.390 1.391 1.393 1.395 1.396 1.398 1.400 1.401 1.403 1.405 1.406 
23 1.408 1.410 1.412 1.414 1.415 1.417 1.419 1.421 1.423 1.425 1.426 1.428 
24 1.430 1.432 1.434 1.435 1.437 1.439 1.441 1.442 1.444 1.446 1.448 1.449 
25 1.451 1.453 1.455 1.457 1.458 1.460 1.462 1.464 1.466 1.468 1.469 1.471 
26 1.473 1.475 1.477 1.479 1.480 1.482 1.484 1.486 1.488 1.490 1.491 1.493 
27 1.495 1.497 1.499 1.501 1.502 1.504 1.506 1.508 1.510 1.512 1.513 1.515 
28 1.517 1.519 1.521 1.523 1.525 1.527 1.529 1.530 1.532 1.534 1.536 1.538 
29 1.540 1.542 1.544 1.546 1.548 1.550 1.552 1.553 1.555 1.557 1.559 1.561 
30 1.563 1.565 1.567 1.569 1.571 1.573 1.575 1.577 1.579 1.581 1.583 1.585 
31 1.587 1.589 1.591 1.593 1.595 1.597 1.599 1.600 1.602 1.604 1.606 1.608 
32 1.610 1.612 1.614 1.616 1.618 1.620 1.622 1.624 1.626 1.628 1.630 1.632 
33 1.634 1.636 1.638 1.640 1.642 1.644 1.647 1.649 1.651 1.653 1.655 1.657 
34 1.659 1.661 1.663 1.665 1.667 1.669 1.672 1.674 1.676 1.678 1.680 1.682 
35 1.684 1.686 1.688 1.690 1.692 1.694 1.697 1.699 1.701 1.703 1.705 1.707 
36 1.709 1.711 1.713 1.716 1.718 1.720 1.722 1.724 1.726 1.729 1.731 1.733 
37 1.735 1.737 1.739 1.742 1.744 1.746 1.748 1.750 1.752 1.755 1.757 1.759 
38 1.761 1.763 1.765 1.768 1.770 1.772 1.774 1.776 1.778 1.781 1.783 1.785 
39 1.787 1.789 1.792 1.794 1.796 1.798 1.801 1.803 1.805 1.807 1.810 1.812 
40 1.814 1.816 1.819 1.821 1.823 1.825 1.828 1.830 1.832 1.834 1.837 1.839 
41 1.841 1.843 1.846 1.848 1.850 1.853 1.855 1.857 1.860 1.862 1.864 1.867 
42 1.869 1.871 1.874 1.876 1.878 1.881 1.883 1.885 1.888 1.890 1.892 1.895 
43 1.897 1.899 1.902 1.904 1.906 1.909 1.911 1.914 1.916 1.918 1.921 1.923 
44 1.925 1.928 1.930 1.933 1.935 1.937 1.940 1.942 1.945 1.947 1.949 1.952 
45 1.954 

退職共済
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本来は
社内共済

加入職員
（あなた）

[預託] [委託]

[退職給付]

共済契約 信託契約

[

運
用]

退職届・退職給付請求

退職給付金支払済報告書･源泉徴収票

退職給付金支払指示

退職共済

●�給付の計算において、100円未満の端数は切り捨てます。
●�給付制限規定
　次のいずれかの事由に該当して退職すると、計算式で算出される退職一時金が満額給付にならない場合があります。
（1）給付制限となる対象

①懲戒解雇またはそれに準じる処分により退職した場合（労働基準監督署長の認定書（写し）の提出が必要）
②犯罪行為、その他これに準ずる重大な非行により退職した場合（事業主の事情を説明した書類及びその事実を証する書

類の提出が必要）
③虚偽または不正にもとづく給付金請求・受領が明らかになった場合
④その他、県社協会長が認めた場合　　　　　　　　

（2）給付額および送金先
①・②　⇒退職一時給付額を事業主に送金し、取扱いは事業主に委ねます。
③・④　⇒県社協に設置されている運営委員会で審議します。

●�脱退一時金
　法人が共済契約を解除し、加入職員全員が共済制度を脱退する場合は、退職一時金の 70％の額を給付します。

※退職一時金の 70％の額が、職員掛金累計相当額に満たない場合は、職員掛金累計相当額を給付

※�少なくとも職員掛金累計
相当額は加入職員に給付
されます。

＜給付に関する留意点＞

（参考）　共済制度の掛金と給付の仕組み

《退職共済の関係図》

退職共済の概要については 10ページのとおりですが、退職金制度とは本来、報奨や退職後の生活保障の観点から各
事業主が積立し、職員の退職時に支給するものです。しかし、その制度設計や積立資産の管理を各法人で行うのは難しく、
また資産規模を考えると運用益などにも限界があります。
そこで、県内社会福祉法人等が法人内で積立てるべき資産を県社協に預託し、スケールメリットを活かした管理・資
産運用を行えるようにしたのが退職共済です。

退職共済は、社内共済の代行的役割を担うため、事業主と県社協の間で共済契約を結び、毎月拠出される掛金を県社
協がとりまとめ、県社協が信託契約を結んだ信託銀行に共済資産として運用していただき、退職者に給付する仕組みと
なっています。

①みんなの掛金はどこに行くの？
上記のとおり、毎月の掛金は全額、県社協を経由して信託銀行で運用されています。そして、他の加入職員・事業主

の掛金とともに共済資産として管理・運用され、毎月の給付、信託銀行への信託報酬（年 2 回）、県社協の事務費（年 1 回）
の支払が必要なときに、必要な額だけを現金化して使われています。
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②「資産運用」は必要なの？
まずどのくらい給付するのか、給付水準を設定してから、掛金と運用益の見込みを立てます。
掛金だけで給付を賄うならば、各法人で積立をすれば済むことですが、より手厚い給付を行うためには、掛金を引き

上げるか運用益で賄うかを選択することになります。掛金を抑えつつ、中長期的な視点で給付に備えるためには、資産
運用が欠かせません。

Q1　長期休業（出産や療養等）する場合、その期間も掛金を納めないといけませんか ?
⇒　「加入者異動・変更届」において「掛金の中断」を届け出れば、掛金の納付を一時休止することができます。（休

止中は、加入期間として算入されません。）職場復帰後、同届で「掛金の復活」を届け出ると、掛金の納付を
再開できます。

Q2　退職の届出をしてから、実際に退職一時金が支給されるまでに、どのくらいの期間がかかりますか？
⇒　事業主を通じて「職員退会届兼退職一時金請求書」を毎月 10 日まで（必着）に県社協にお送りいただければ、

翌月 25 日に支給しています。（25 日が銀行休業日の場合はその前営業日に繰り上がります。）
　　ただし、書類の記入漏れや送金先の口座名義等の変更があると、支給が遅れますので、ご了承願います。

Q3　退職金はどこに送金されるのですか ?
⇒　給付金の送金先は、請求者本人の口座または事業主の指定口座のいずれかになります。請求者に無断で事業

主が送金先を指定しないよう、送金先については必ず請求者の同意を得る様式になっています。

Q4　今の施設を退職後も、別の施設で働く予定です。共済に加入し続けるには、どうすればよいですか？
⇒　転職先の施設（事業主）も退職共済に加入していること、現在の施設（事業主）が承諾することを前提に、

次の 2 つのパターンが考えられます。
　　① 退職日の翌日から、別の事業主で採用される場合 :「加入者異動・変更届」で「法人間異動」の手続をとっ

てもらってください。
　　② 退職後、別の事業主に就職するまでに期間がある場合 : 今回「退職一時金」を受け取らず、５年以内に別

の退職共済加入事業主に採用されれば、退職前の共済加入期間が通算できます。掛金を中断しないと、退
職後も掛金が請求されてしまうので、退職時に「加入者異動・変更届」で「掛金の中断」を現在お勤めの
事業主から届け出てもらってください。

　　　 ただし、退職一時金の請求には、5 年の時効があること、再就職の際には、前の法人から「加入者異動・変更届」 
　　　において「掛金の復活」と「法人間異動」を届け出ていただく必要がありますので、ご留意願います。

Q5　自分の退職金がどのくらいになるのか知りたいのですが、どうすればよいですか？
⇒　毎年 3 月に、事業主に対し掛金の積立状況と当該年 3 月末日時点で仮に退職した場合の一時金の額をお知ら

せしています。事業主の共済の事務担当者にお問い合わせください。
　　また、ご希望があれば個別に県社協からお知らせできますので、お問い合わせください。
　　ただし、個人情報保護の観点から、本人確認（氏名・生年月日をおたずねしています。）をさせていただくこ

とをご了承ください。

また、共済契約者と加入職員の掛金が共済制度としてとりまとめられ、資産規模が大きくなると、より多くの運用商
品に資産を分散できます。分散させた資産を長期運用できるので、短期的な相場の変動によるリスクも分散できます。

給付�=�掛金＋運用益

（例）掛金が 50ある場合 :�
　　　A のように、必要な給付額が 70 ならば、運用益は 20 で充足できますが、　
　　　B のように、給付額 100 の場合は、50 の運用益が必要となります。

給付B

50

50

給付A

50

20
運用益｝

｝掛　金

退職共済

退職共済の ・ ・

退職共済の は・て・な？

は て な？
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国内債券
42.9％

その他資産 2.5％

外国株式
14.7％

外国債券
15.0％

国内株式
15.4％ 代替資産

9.5％

国内債券
45.3％

その他資産 3.1％

外国株式
14.1％

外国債券
15.1％

国内株式
13.2％ 代替資産

9.3％

退職共済

退職共済の資産の運用状況について 　

皆様からお預かりした掛金は、現在 2つの信託銀行において資産運用されています。

（1）資産構成（平成 30 年 3 月末日現在）
　① 信託財産 : （時価）27,910,360,789 円（前年比 1,902,451,914 円増）
　② 年金資産 : 28,104,323,175 円 ※平成 29 年度「年金財政に関する報告書」による

　　　��年金資産
　③ 運用信託銀行 : 三菱 UFJ 信託銀行（46%）、三井住友信託銀行（54%）　＊ (　) 内はシェア

　④ 要支給額と責任準備金（平成 30 年 3 月末日時点）

種　類 内　容 金　額 充足率

責任準備金 将来の給付を賄うために、計算基準日の時点で留保しておかな
ければならない金額。 23,754,034,215 円 　  118.15％

要支給額 基準日時点で、本共済の加入職員全員が退職すると仮定して、
支払われる額。 17,917,955,000 円 　  156.9％

　⑤ 信託財産の構成 :
　　●時価ベースでの資産の配分状況

【運用状況について】
【平成 29 年度】 平成 29 年度は、7 月以降、北朝鮮のミサイル攻撃の報道のたびにマーケットが荒れる状況でしたが、欧米において金融

政策の正常化（金融緩和の出口戦略、追加利上げ等）や 10 月の衆院選の与党の絶対安定多数の獲得等の要因により、内外株式は上昇
基調となるも、ボラティリティ指数の急騰や米国の対中制裁措置の決定から反落しました。外国債券については、FRB の次期議長に指
名されたパウエル氏が現政策を継続するとの見方から価格は横ばいとなりました。また、日銀のマイナス金利政策の影響により、国内
債券の利回りは低調な状況が続き、年間を通してマイナスとなりました。

 共済制度の運用状況は、国内債券以外の国内株式、外国債券、外国株式の 3 資産はプラス表記となり、資産全体を通してプラス表
記される年でした。昨年度に引き続き、一年を通じて時価が簿価を上回る状況が続き、3 月末時点での共済資産全体の評価損益率は
16.90％となりました。

【平成 30 年度】 平成 30 年度の投資環境として、第 1 四半期は、北朝鮮をめぐる地政学リスクの後退、米国のイラン核合意からの離脱や
イタリアの政局不安等から、ほぼすべての資産が低調でした。第 2 四半期以降は、米国の保護主義的な通商政策や新興国市場の不安定
化を背景に、内外株式は上下に振られましたが、過度な懸念の後退等により米国の株式は史上最高値を、日経平均も 26 年ぶりの高値
を更新しました。日銀のマイナス金利政策の柔軟化を受け国内金利は上昇し、海外金利は新興国や欧州での金融政策の正常化で上昇に
転じました。第 3 四半期は、11 月末までは順調に推移していましたが、12 月のカナダでのファーウェイ役員逮捕、FRB 議長の交代懸念、
米国の公共施設閉鎖などの懸念により、下落しています。国内においても日経平均株価の下落などがあり、市場の見通しとして不透明
感が高まっています。今後の運用においては、上記のリスク要因を注視しながら、機動的に資産配分の調整を行っていきます。

【運用機関について】
　共済では、運営にあたり平成 21 年 4 月 1 日より「運用基本方針」を施行しています。県社協から委託された信託銀行は、同方針を遵
守して共済資産の運用、管理を行っています。
　退職共済の資産運用は将来の給付に備えた資産の積み立てが目的です。資産は、定められた政策アセットミックスを基準に、時宜に応
じて資産の構成を変更しながら運用されています。より一層安定した制度運営に努めてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいた
します。

・信託財産　時価 27,554,403,038 円（A）
・平成 30 年 12 月掛金収入額
　　　　　　      187,545,182 円（B） 
・要支給額　  19,341,913,400 円（C）
・充足率　143.4%（（A）+（B））÷（C）

（平成 30 年 3 月末日現在） （平成 30 年 12 月末日現在）

　（平成 30 年 12 月末日現在）

信託財産�=�債券や株など有価証券化されて運用されている資産 給付や掛金など、
信託財産に含まれていない資産
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